
令和7年12月17日

第2128号

インフルエンザ等の予防のため、人混みではマスク、
帰宅したら手洗い・うがいを忘れずに！

県立水戸産業技術専門学院総合実務科
（令和8年度前期生入学選考）

訓練期間　令和8年4月7日（火）～9月17日（木）【6か月】

授 業 料　無料（作業服代等は別途実費負担）

訓練内容　OA実技、販売、清掃実技、生活習慣の確立

やコミュニケーション能力を高める社会適応

訓練、企業での実習、面接指導等の就職支援

募集人数　10名

応募資格　軽度の知的障害のある方

　　　　　（療育手帳をお持ちの方または公的機関でこ

れと同等と判断された方）

募集期限　令和8年2月12日(木)

入学選考日　令和8年2月20日(金)

選考会場　水戸産業技術専門学院（水府町校舎）

応 募 先　最寄りのハローワーク

問 合 せ　県立水戸産業技術専門学院総合実務科

　　　　　☎ 029-300-5221

※「受講指示者」には、雇用保険または訓練手当が支給

されます。

※見学も随時受け付けています。お気軽にお問合せくだ

さい。

【第4回】ボイラー取扱技能講習の実施について
（小規模ボイラー取扱資格取得講習）

期　　日　令和8年2月13日（金） 9：00～17：00

　　　　　令和8年2月14日（土） 9：00～18：05

会　　場　茨城県JA会館 本館１階第４会議室

　　　　　（水戸市梅香1-1-4）

申込期間　令和8年1月8日（木）～1月15日（木）

　　　　　9：30～16：30

定　　員　50名（※定員になり次第申込を締切ります。）

受 講 料　17,600円　※テキスト代別

問 合 せ　（一社）日本ボイラ協会茨城支部

　　　　　☎ 029-225-6185

入居予定時期　令和8年2月27日（金）

選考方法　書類審査後、町営住宅入居者選考委員会の審

議を経て入居資格者を決定します。

　　　　　（定数を上回る場合は抽選となります。）

問 合 せ　都市建設課 建築営繕係　☎ 029-267-5156

　　　　　一般財団法人茨城県住宅管理センター 

　　　　　管理課　☎ 029-297-8360

大洗磯前神社初詣ウォーク

　大洗磯前神社への初詣をしながらウォーキングを楽し

みます。

日　　時　令和8年1月11日（日）

集合場所　大洗駅

集合時間　9：00　　解散時間　12：30頃予定

コ ー ス　約7㎞

　　　　　大洗駅～磯浜古墳群～大洗小学校前～大洗磯

前神社～神磯の鳥居～めんたいパーク～味の

店たかはし～大洗駅

参 加 費　一般：300円　　小中学生・会員：無料

持 ち 物　飲み物、帽子、雨具（カッパ）、健康保険証等

　　　　　歩きやすい服装で！

申込方法　電話またはFAXにてお申込みください。　

　　　　　（当日申込みも可）

申込み／問合せ　ひたちなか健歩の会　事務局：菅原

　　　　　　　　☎・FAX 029-274-7016

古くなった回覧板は交換します！

　日頃より町内会の回覧作業にご協力いただきありがと

うございます。

　チラシやお知らせを挟む回覧板は、利用頻度が高いこ

とから、思いのほか早く擦り切れたり破損したりします。

　ご連絡をいただければ新しい回覧板をお届けしますの

で、お気軽にご連絡ください。

問 合 せ　総務課 行政係（内線 233・299）

町営住宅入居者募集
住 宅 名 部屋番号 建設年度 構　造　規　模 家賃月額

二葉緑
住　宅

A棟
201号

H 2 4
和室６帖・洋室７帖
リビング・ダイニング・
キッチン

21,700円～
57,700 円

※汚水処理料2,750円/月が加算されます。

※駐車場を利用する方は、別途2,600円/台が加算されます。

※家賃については、所得額により変わります。

受付期間　12月22日（月）～令和8年1月23日（金）

　　　　　※土日祝日及び役場閉庁日を除く　

受付場所　大洗町役場 都市建設課（応募書類は都市建設

課にてお渡しするか、ご連絡いただければ郵送し

ます。町ホームページにてダウンロードも可能。）

　　　　　※ご不明な点についてはお電話にてお問合せく

ださい。

入居資格（①～⑥すべてに該当する事）

① 次のいずれかに該当する方

　・町内に勤務場所がある方　・県内に住所を有する方

　・町に本籍を有する方　・町に親族（血族、姻族三親

等内）が住所を有している方　・町に以前住所を有し

ていた方

② 同居親族または同居しようとする親族があること

　※単身入居については別途要件がありますのでご相談

ください。

③ 現在住宅に困っている方

④ 県税・市町村税を完納していること

⑤ 本人及び同居親族、もしくは同居しようとする親族

が暴力団員等でないこと

⑥ 世帯の収入の合計が基準内であること

　収入基準の額は、政令月収158,000円以下です。

　政令月収は、次の計算で求めることができます。

　（世 帯の年間 所得額－同居 及び別居 扶養人数×

380,000円－特別控除額）÷12カ月

　※裁量階層（60歳以上のみの世帯、60歳以上と18歳

未満のみの世帯、小学校就学前の各同居世帯、障害

者等）の収入基準額は、政令月収で214,000円以下

です。


